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社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課    

 

 社会福祉課は、介護保険事業者や障害福祉サービス事業者の指定・変更届出等の業務、保育所を

含む児童福祉事業や高齢者福祉事業の認可・届出（変更含む。）等の業務を行っている。 

家庭児童相談室では、家庭児童相談員が、児童の養育、虐待などの相談を受けている。配偶者暴

力相談支援センターでは、婦人相談員が配偶者からの暴力を受けた方々の相談を受け、被害者に対

する保護、生活再建に向けての支援を行っている。 

また、母子・父子家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、扶養している児童の福祉を

促進するため、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付を行っている。そのため、母子・父子自立支援員

が、その相談、償還指導、督促業務及び就労による自立支援業務などを行っている。 

 

＜＜＜＜児童家庭係児童家庭係児童家庭係児童家庭係＞＞＞＞    

  

１  児童福祉 

（１）保育所における保育の実施について 

児童の健全な育成を図るため、児童の福祉の普及啓発並びに地域指導に努めるとともに、保

育所については、施設の充実、保育内容の向上、入所児童の適正な保育が行われるよう努めて

いる。また、延長保育や障害児保育等の特別保育事業も促進している。 

管内保育所は１０７か所で、内訳は大牟田市２３、柳川市１９、みやま市１４、八女市２０、

筑後市１３、大川市９、広川町５、大木町４か所である。 

認可外保育施設は、管内には２０か所（届出保育施設８、届出対象外施設１２）ある。 

 

（２）家庭児童相談室 

当所では、家庭児童相談室を設置し、２名の家庭児童相談員を配置し、児童問題に対応して 

いる。 

また、「福岡県家庭児童相談員相談業務」に基づき、家庭における児童の福祉の向上を増進

するため、次の相談支援業務を行っている。 

ア 家庭における児童養育上の適正化を図る養育技術に関する相談支援 

   児童の性格・生活習慣、知的能力・言語能力の発達及び心身障害に関すること 

イ 家庭における人間関係の健全化に関する相談支援 

   児童にかかる家庭内の人間関係に関すること 

ウ その他家庭に関することで相談を受け、適切な援助（助言） 

   保育所、幼稚園、学校等児童の集団生活における生活行動上の問題（怠学、長欠を含む）

及び非行等に関すること 

 

平成２７年度の相談延件数は、家族関係２１６件（うち虐待７５件）、児童をめぐる環境

状況及び家庭環境等の相談（統計上では環境福祉）３４件、性格・生活習慣８件、知能言語

４８件、学校生活４７件、非行９件、心身障害２６件、その他１６件、合計４０４件である。 

 

（３）児童扶養手当遺棄証明 

児童扶養手当の支給事由の一つである引き続き１年以上遺棄の状態にあることの証明を、

実態調査のうえ「児童扶養手当の遺棄の認定基準」に基づき行っている。 
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 （４）母子生活支援施設への入所事務 

    母子家庭の自立を促進するため、母子生活支援施設１か所、１世帯、５名を入所措置して

いる。(平成２８年３月３１日現在)    

 

２  婦人保護及び母子・父子・寡婦福祉 

婦人相談員兼母子・父子自立支援員を５名配置し、相談援助業務にあたっている。 

（１）婦人保護事務 

夫からの暴力や夫の飲酒・覚せい剤の問題、夫婦間のトラブル、性的虐待、若年者の性の

問題、更にはサラ金からの借金等に伴う経済破綻などの問題を抱える女性からの相談に応じ、

問題の解決及び生活の立て直しと自立に向けた支援を行っている。 

女性への暴力については「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基

づき、女性相談所、警察署及び関連機関との緊密な連携のもとに、被害者の保護と生活の立

て直しに向けた支援を実施している。 
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（２）母子・父子・寡婦福祉事務 

母子・父子・寡婦世帯に対し、経済的自立の援助とその児童の育成を図るため、母子・父

子・寡婦福祉資金の貸付及び生活相談等に応じ自立に必要な指導を行っている。 

なお、父子世帯については、母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に伴い、平成２６年 

１０月から母子・寡婦世帯と同様に貸付業務等を行っている。 

 

 

   相談件数                          （平成２７年度）                                             

生活一般 

住         宅 １０ 

 
 

医 療 ・健 康 

療  
１８  

家  庭  紛  争 ２２  

就         労 １９  

結         婚 ３  

養 育 費 

 
０  

借       金 １  

そ   の   他 １１  

小   計 ８４  

 

児 童 

 

 

養         育 ２３  

教         育 １１  

非         行 １  

就         職 ０  

そ   の   他 ３  

小   計 ３８  

経済支援生活

援護 

母 子 福 祉 資 金 １，４４２ 貸付１１４ 償還１，３２８ 

父 子 福 祉 資 金 ２ 貸付２ 

寡 婦 福 祉 資 金 ０ 貸付０ 償還０ 

公  的  年  金 ３  

児 童 扶 養 手 当 ０  

生  活  保  護 ５  

税 ０  

そ   の   他 ４  

小   計 １，４５６  

その他 

売  店  設  置 ０  

た ば こ 販 売 ０  

母子世帯向公営住宅 ０  

母子福祉施設の利用 １  

母子生活支援施設 ８  

小   計 ９  

合    計 １，５８７  
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母子父子寡婦福祉資金の新規貸付件数                （平成２７年度） 

 大
牟
田
市 

柳
川
市 

八
女
市 

筑
後
市 

大
川
市 

み
や
ま
市 

大
木
町 

広
川
町 

合
計 

事 業 開 始 資 金         ０ 
事 業 継 続 資 金         ０ 

住 宅 資 金         ０ 

就 職 支 度 金         ０ 

技 能 習 得 資 金 ３ １      １ ５ 

生 活 資 金     １    １ 

転 宅 資 金         ０ 

修 学 資 金 ４ ２  １ １ １  １ １０ 

就 学 支 度 資 金 ３ ８  ２     １３ 

修 業 資 金    １     １ 

医 療 介 護 資 金         ０ 

結 婚 資 金         ０ 

児 童 扶 養 資 金         ０ 

計 １０ １１ ０ ４ ２ １ ０ ２ ３０ 
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＜高齢・障害者福祉係＞ 

 

１  高齢者福祉 

（１）高齢者福祉施策の市町との調整、補助金事務 

高齢者福祉施策を実施する市町相互間の連絡調整、情報の提供その他必要な援助、助言及び

実情の把握を行っている。介護保険外の介護予防・生活支援事業など国・県の補助金交付申請

に係る審査事務、養護老人ホーム入所措置や高齢者サービス調整チームなどの会議に参加して

いる。 

 

養護・特別養護老人ホームの入所措置状況            （平成２８年３月３１日現在）                                                                                 

区 分 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 大木町 広川町 計 

養護  ６９  ６１  ５７  ４１  ８４  ６８   ５   ６ ３９１ 

特別養護   ０   ０   ０    ０    ０   ０   ０   ０   ０ 

計 ６９ ６１ ５７ ４１ ８４ ６８  ５  ６ ３９１ 

 

（２）軽費老人ホーム事務費審査  

   管内に１２施設ある軽費老人ホーム、ケアハウスの事務費補助金の交付申請などの審査、進

達を行っている。 

   

（３）市町高齢者保健福祉計画策定支援 

老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条の規定に基づく「市町高齢者保健福祉計

画」（介護保険事業計画）の策定を支援している。 

 

（４）老人の日関連事業 

毎年度老人の日（９月１５日）前後に、管内の新１００歳の長寿者宅を訪問し、内閣総理大

臣及び知事からの祝い状等の贈呈を行っている。 

 

（５）福岡県ねんりんスポーツ・文化祭 

福岡県では、高齢者の文化祭活動やスポーツ活動を通じた生きがいづくり、健康づくり及び

仲間づくりを支援するとともに、世代や地域を越えた交流の輪を広げることを目的に「福岡県

ねんりんスポーツ・文化祭」を毎年開催している。 

 

開 催 日 平成２７年１１月７日（土） 

開催場所 ユメニティのおがた（直方市） 

 

（６）入所判定委員会等 

  管内関係各市の入所判定委員会に出席し、老人ホーム入所に係る支援・助言等を行っている。 

また、高齢者サービス調整チーム会議に出席し、保健・福祉・医療等の各種サービスに係る

総合的な調整及び推進を行っている。 

 

（７）高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク 

   高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークは、更なる地域住民の安全安心に寄与するために管内市町

を含む筑後地区の９市３町の高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークが広域連携している。 

関係各市で構築された高齢者等徘徊支援ＳＯＳネットワーク会議に積極的に参加、あるいは、

行方不明者についての情報提供、各種福祉情報の提供と支援活動を捜索活動の支援等に協力し

ている。 
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２ 介護保険 

  居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所等の指定、指導業務を行っている。 

 

（１）居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者の指定申請及び変更申請等 

                    （平成２７年度） 

項    目 件 数 

 

居宅介護支援事業者 

 

指 定 ６ 

変 更 ２５２ 

廃 止 ７ 

 

居宅サービス事業者 

 

指 定 ３５ 

変 更 ９３９ 

廃 止 ２９ 

        

（２）介護老人保健施設、介護老人福祉施設の指定申請及び変更申請 

                    （平成２７年度）                      

項     目 進達件数 

介護老人保健施設 
 指 定 １ 

 変 更 ６４ 

介護老人福祉施設 
 指 定 ０ 

 変 更 ８７ 

 

（３）指定更新申請 

                    （平成２７年度） 

項 目 進達件数 

居宅介護支援事業所 １３ 

居宅サービス事業所  ４７ 

介護老人保健施設  ０ 

介護老人福祉施設  １ 

介護療養型医療施設  ０ 

         

 

３  障害者福祉業務 

障害者福祉業務については、管内市町において在宅及び施設における総合的な福祉サービスが

提供されており、当所においては、市町に対する広域調整、情報提供等を行っている。 

また、常時介護が必要な在宅の重度の障害者や障害児の方々の負担を軽減するため支給してい

る特別障害者手当等の認定・支給業務や腎臓疾患患者福祉給付金の支給等の事務を実施している。 

なお、平成２５年度から、自立支援医療（育成医療）の申請受付・受給者証交付は市町で実施

することになった。 

 

（１）腎臓疾患患者福祉給付金の支給 

身体障害者手帳所持者で就労等のため、夜間（午後５時以降）に人工透析を１か月間に５回

以上受けている腎臓疾患患者に対して、通院に伴う交通費の一部を助成している。 

支給額  年２回支給  ２，０００円／月額×２０９月＝４１８，０００円   
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  腎臓疾患患者福祉給付金支給状況                  （平成２７年度） 

（２）身体障害者巡回相談 

障害者更生相談所の主催により大牟田市、柳川市（大川市･大木町を含む）、八女市（広川町

を含む）、筑後市、みやま市のそれぞれの地域に会場を設営し、関係市や身体障害者相談員等

の協力のもとに、補装具給付要否の判定、施設への入所指導及びその他の相談に応じている。 

当所は関係機関として協力を行っている。 

 

（３）戦傷病者巡回相談 

    身体障害者巡回相談と同時に、同会場にて戦傷病者特別援護法に基づいて、補装具交付請求

の受付を行っている。 

  

（４）福岡県身体・知的障害者体育大会 

ア 身体障害者体育大会  

身体障害者がスポーツを通じて、残存機能の回復と体力の維持・増強を図り、自らの障害

を克服して明朗・快活かつ積極的な性格を養うとともに、社会の身体障害者に対する認識と

理解の高揚を図ることを目的とする。 

     

開催月日 平成２７年４月２６日（日） 

     開催場所 福岡市東平尾公園博多の森陸上競技場及びクローバープラザ・アリーナ棟 
   

イ ときめきスポーツ大会（知的障害者） 

知的障害児者がスポーツに参加することを通じて、体力の維持・増強を図り、明朗・快活

かつ積極的な性格を養うとともに、県民の知的障害児者に対する理解と認識を深め知的障害

児者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とする。 

   

開催月日 平成２７年９月１２日（土）  

開催場所 久留米総合スポーツセンター及びユーズボウル久留米 

 

（５）特別障害者手当等の支給・認定業務 

  ア、イ、ウの各手当について、管内の郡部を所管している。 

ア 特別障害者手当（平成２７年度:月額２６，６２０円）（２８年度：月額２６，８３０円） 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする重度障害者に支給している。 

           

   イ 障害児福祉手当（平成２７年度:月額１４，４８０円）（２８年度：月額１４，６００円） 

    日常生活において、常時特別の介護を必要とする障害者（２０歳未満）に支給している。 

 

ウ 経過的福祉手当（平成２７年度:月額１４，４８０円）（２８年度：月額１４，６００円） 

従前の福祉手当のうち、特別障害者手当の認定基準に該当せず障害基礎年金も給付されな

い者に支給している。 

※支給月は、いずれも５月、８月、１１月、２月の計４回。  

 

 

 

 

 

市町名 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 大木町 広川町 計 

対象者数 １ １ １１ ０ ０ ４ １ ０ １８ 
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各種手当支給状況              （平成２８年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

（６）指定障害福祉サービス事業者等の指定等 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成２５年４月１日障害者

自立支援法から法律名変更）に基づく事業者等の指定等の事務を行っている。 

                                                                              

    事業者指定申請及び変更届等件数            （平成２７年度） 

新規指定 更  新 変  更 廃  止 休  止 辞 退 

２９  １７ ３７０ １０ ３ ０ 

（７）障害者自立支援給付事務等市町村指導 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２条第２項及び地方自治

法第２４５条の４の規定に基づき、市町に対して自立支援給付事務等に関する指導を行ってい

る。 

 

（８）まごころ駐車場制度 

 平成２４年２月から、障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など、車の乗り降りや移動に配慮

の必要な方が、公共施設、店舗等の障害者等用の駐車場などに車をとめ、安全かつ安心して施設

を利用できるように支援する制度をスタートした。 

  対象者の方には、柳川・八女庁舎などの保健福祉環境事務所等にて「ふくおか・まごころ駐車

場」の利用証を交付している。利用証のうち、○ア緑色は、障害者・高齢者等用。○イ赤色は、車い

す運転者用。○ウオレンジ色は、妊産婦・けが人用となっている。 

なお、駐車場の管理者の方には、施設の駐車場を、利用証を持った方が駐車できる「ふくおか・

まごころ駐車場」として登録してもらうよう協力をお願いしている。 

   

まごころ駐車場利用証（市町別）交付状況                  （平成２７年度） 

市町名 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 大木町 広川町 その他 計 

交付数 １５５ １４９ １１０ ８６ １５  ５４  ３ ２４  ６ ６０２   

 

４ その他 

（１）社会福祉法人からの申請に係る証明 

社会福祉法人の申請に応じて、「登録免許税非課税措置のための不動産使用証明」、「社会福祉

事業の用に供する不動産使用証明」及び「退職共済加入のための証明」の証明事務を行ってい

る。 

 

（２）社会福祉法人現況報告     

管内の高齢・障害者福祉に係る社会福祉法人の現況報告書のとりまとめを行っている。 

 

市町名 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 

大木町   ８  ６ １ 

広川町   ７ １４ １ 

計 １５ ２０ ２ 


